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１．設定する権利

● 農地中間管理権の設定及び貸借権又は使用貸借による権利

権利を設定する土地

の所在が目標地図に

位置付けられている

地域計画名

権利を設定する者 権利の設定を受ける者 権利を設定する土地

黒 田 1 者 1 者 田人町黒田字一ノ倉222-1 1 筆

合 戸 1 者 1 者 三和町合戸字浮矢298 ほか 3 筆

永 井 1 者 1 者 三和町下永井字軽井沢380 1 筆

● 貸借権又は使用貸借による権利

権利を設定する土地

の所在が目標地図に

位置付けられている

地域計画名

権利を設定する者 権利の設定を受ける者 権利を設定する土地

大 野 第 三 6 者 四倉町玉山字大門前117 ほか 53 筆

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17

の２の規定により、農用地利用集積等促進計画を次の通り認可した。

公益財団法人

福島県農業振興公社


